
（ 1） 補助対象事業費を過大に精算していたもの
5件 不当と認める国庫補助金 32,926,413円

子どものための教育・保育給付交付金の交付対象事業費を過大に精算していたもの
（ 5件 不当と認める国庫補助金 32,926,413円）

子どものための教育・保育給付交付金（以下「交付金」という。）は、子ども・子育て支援法（平成 24年

法律第 65号。以下「法」という。）等に基づき、小学校就学前の子どもの保護者が教育・保育給付の認定

を受けた場合の当該子ども（以下「給付認定子ども」という。）に対して社会福祉法人等が設置する保育所

や認定こども園等（以下、これらを合わせて「民間保育所等」という。）が教育又は保育を実施する際に、

市町村（特別区を含む。以下同じ。）が当該民間保育所等に対して支弁する施設型給付費等の支給等に要

する費用の一部について国が交付するものである。

交付金の交付額は、「子どものための教育・保育給付交付金の交付について」（平成 30年府子本第 333

号）等に基づき、次のとおり算定することとなっている。

×＝

＝

交付金の交付額 交付対象事業費

－費用の額 利用者負担額交付対象事業費

国庫負担率
(注　1　)

（注 1） 国庫負担率 後述の 2号認定子どもなどについては 1 / 2、後述の 3号認定子どもについては平成
30年度 52.875/100、令和元年度 55.2/100、 2年度 56.835/100、 3年度 57.72/100、 4年度 58.16/
100

上記の費用の額は、次のとおり、基本分単価や各種加算の額等に、各月の初日の給付認定子ども数

を乗ずるなどして算出した年間の合計額によることとなっている。

(注　2　)

＝ 子ども　1　人当たりの月額単価

子ども　1　人当たりの月額単価

× 各月の初日の
給付認定子ども数 × 12　月

＝ ＋

費用の額

基本分単価 各種加算の額等

（注 2） 基本分単価 民間保育所等の所在地域、利用定員、給付認定子どもの年齢等の別に 1人当たり月額
で定められている単価

そして、各種加算には、民間保育所等において求められる給付認定子どもの年齢等別の職員に係る

配置基準等以外に満 60歳以上の高齢者等を非常勤職員として雇用して、所定の雇用時間以上が見込ま

れるなどの場合に計上する高齢者等活躍促進加算、建物の整備・改修に当たって施設整備費又は改修

費等の国庫補助金を受けていないなどの施設等に該当する場合に計上する減価償却費加算、主任保育

士を保育計画の立案等に専任することができるよう代替保育士を配置しているなどの要件に該当する

場合に計上する主任保育士専任加算等がある。

給付認定子どものうち、満 3歳未満の保育認定を受ける子ども（満 3歳に達する日以後の最初の 3月

31日までの間にある保育認定を受ける子ども（以下「特定満 3歳以上保育認定子ども」という。）を含

む。以下「 3号認定子ども」という。）の利用者負担額は、法等に基づき、 3号認定子どもに係る保護者

（その者及びその者と同一の世帯に属する者が市町村民税世帯非課税者である場合を除く。）の前年度分

又は当年度分の市町村民税額等に応じて、階層別及び年齢区分別に子ども 1人当たり月額で定められ
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ている上限額と内閣総理大臣が定める基準により年齢区分等別に月ごとに算定した子ども 1人当たり

の額のいずれか低い額により算出した額の年間の合計額によることとなっている。一方、法等によれ

ば、特定満 3歳以上保育認定子どもを除く満 3歳以上の保育認定を受ける子ども（以下「 2号認定子ど

も」という。）の利用者負担額は、 0とすることとされている（図参照）。

図 保育認定を受ける子どもの利用者負担額

満　3　歳未満の保育認定を受ける子ども
(満　3　歳未満保育認定子ども)

小学校就学

利用者負担額　0利用者負担額あり

2　号認定子ども3　号認定子ども

3　歳の誕生日2　歳の誕生日

「　1　歳児」 「　2　歳児」 「　3　歳児～　5　歳児」

満　3　歳に達する日以後の最初の　3　月
31　日までの間にある保育認定を受
ける子ども
 (特定満　3　歳以上保育認定子ども)特定満　3　歳以上保育認定子ども

特定満　3　歳以上保育
認定子どもを除く満
　3　歳以上の保育認定
を受ける子ども

3　/　314　/　1

（注）「 1歳児」「 2歳児」及び「 3歳児～ 5歳児」とは、年度の初日の前日における満年齢によるものである。

また、市町村は、交付金に係る事業実績報告書を都道府県に提出し、都道府県は、その内容を審査

することとなっている。

本院が、 5都府県の 5事業主体において会計実地検査を行ったところ、次のアからウまでの事態が

見受けられた。

ア 3県の 3事業主体において、所定の要件を満たしていなかったのに、誤って高齢者等活躍促進加

算、減価償却費加算、主任保育士専任加算等を計上するなどしていたことから費用の額を過大に算

定していた。

イ 東京都の 1事業主体において、費用の額に誤って利用者負担額を加えるなどしていたことから費

用の額を過大に算定するなどしていた。

ウ 大阪府の 1事業主体において、特定満 3歳以上保育認定子どもに係る分の利用者負担額を計上し

ていなかったことなどから利用者負担額を過小に算定するなどしていた。

これらのため、交付対象事業費が過大に精算されていて、これに係る交付金相当額計 32,926,413円

が不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、交付対象事業費の算定に当たり、 3事業主体において費用の額

の算定の際に加算の要件を満たしているかの確認が十分でなかったこと、 1事業主体において費用の

額及び利用者負担額の算定の際に確認が十分でなかったこと、 1事業主体において申請書類の確認及

び認定区分についての理解が十分でなかったこと、 5都府県において事業実績報告書の審査が十分で

なかったことなどによると認められる。

前記の事態について、事例を示すと次のとおりである。

〈事例〉

大阪府大阪狭山市は、令和 4年度の 2号認定子どもに係る分の交付対象事業費を 756,506,770円、 3号認定

子どもに係る分の交付対象事業費を 678,953,260円と算定するなどしていた。

しかし、同市は、交付対象事業費の算定に当たり、特定満 3歳以上保育認定子どもの認定区分については 3

号認定子どもの区分とすべきであるのに、 2号認定子どもの区分としていたことから、① 2号認定子どもに係

る費用の額を過大に計上し、②それと同額の 3号認定子どもに係る費用の額を過小に計上するとともに、③ 2

号認定子どもに係る分の利用者負担額は 0であるとして計上していなかった。これらのことなどから、同市
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は、費用の額を過大又は過小に算定し、利用者負担額を過小に算定するなどしていた。

このため、交付対象事業費 53,444,963円が過大に精算されていて、①及び②に係る国庫負担率の差による交

付金相当額の過小を考慮しても、交付金相当額 16,743,935円が過大となっていた。

以上を部局等別に示すと次のとおりである。

部 局 等 交付金事業
者
（事業主体）

交付金事業 年 度 事 業 費 左に対す
る交付金
交付額

不当と認
める事業
費

不当と認
める交付
金相当額

摘 要

千円 千円 千円 千円
（ 2） 栃 木 県 小 山 市 子どものた

めの教育・
保育給付交
付金

平成30～
令和 4

16,222,321 8,640,897 5,573 2,861 減価償却費
加 算 等 を
誤って計上
していたも
のなど

（ 3） 東 京 都 青 梅 市 同 3 3,802,386 2,061,053 14,843 8,621 費用の額に
誤って利用
者負担額を
加えていた
ものなど

（ 4） 神奈川県 藤 沢 市 同 2、 4 16,410,680 8,933,123 5,011 2,662 高齢者等活
躍促進加算
を誤って計
上していた
もの

（ 5） 大 阪 府 大阪狭山市 同 4 1,696,032 903,419 53,444 16,743 特定満 3歳
以上保育認
定子どもの
利用者負担
額を計上し
ていなかっ
たものなど

（ 6） 佐 賀 県 佐 賀 市 同 3、 4 16,277,605 8,791,569 3,835 2,036 主任保育士
専任加算等
を誤って計
上していた
もの

（ 2）―（ 6）の計 54,409,027 29,330,062 82,709 32,926

（ 2） 補助の対象とならないもの 5件 不当と認める国庫補助金 31,690,316円

デジタル田園都市国家構想推進交付金（デジタル実装タイプTYPE 1）及びデジタル田園都

市国家構想交付金（デジタル実装タイプTYPE 1）により実施した事業の交付対象事業費に

対象とならない費用を含めていたもの （ 4件 不当と認める国庫補助金 29,350,316円）

デジタル田園都市国家構想推進交付金及びデジタル田園都市国家構想交付金（以下、これらを合わせ

て「交付金」という。）は、地方からデジタルの実装を進めることなどで、新たな変革の波を起こし、地

方と都市の差を縮めていくことなどを目的として、「デジタル田園都市国家構想推進交付金制度要綱」

（令和 4年府地創第 63号）、「デジタル田園都市国家構想交付金制度要綱」（令和 5年府地創第 414号等。以

下、これらを合わせて「制度要綱」という。）等に基づき、地方公共団体が作成したデジタル田園都市国

家構想推進交付金実施計画、デジタル実装タイプ実施計画（以下、これらを合わせて「実施計画」とい

う。）等に基づく事業の実施に要する費用に充てるために、国が地方公共団体に対して交付するもので

ある。

制度要綱等によれば、交付対象事業は、デジタルを活用した地域の課題解決や魅力向上に向けて、

他の地域等で既に確立されている優良モデル・サービスを活用した実装の取組を行う事業（以下「デジ

タル実装タイプ TYPE 1」という。）等とされており、交付金の補助率は 2分の 1等とされている。

「令和 3年度補正予算デジタル田園都市国家構想推進交付金（デジタル実装タイプ TYPE 1）の取扱い

について」（令和 4年内閣府地方創生推進室・デジタル庁事務連絡別添）等によれば、デジタル実装タイプ
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